
令和６年度被災者の参画による心の復興事業費補助金審査委員会 

日時：令和６年５月 29 日（水）13：00～16：40 

場所：岩手県高校教育会館 ２階 小・中会議室 

次 第 

１ 開会（13：00） 

２ 挨拶（13：00～13：02） 

３ 委員紹介及び委員長、委員長職務代理執行者の選任（13：02～13：05） 

４ 選定方法の説明等（13：05～13：30） 

休 憩（13：30～13：40） 

５ 公開プレゼンテーション（13：40～14：40）…３事業者 

休 憩（14：40～14：50） 

６ 公開プレゼンテーション（14：50～15：30）…２事業者 

７ 審議（15：40～16：40） 

８ 閉会（16：40） 

○添付資料
１．配付資料

・ 次第

・ 出席者名簿（審査委員・事務局）

・ 出席者名簿（事業者）

２．会議資料 

・ P1  令和６年度被災者の参画による心の復興事業費補助金の補助事業者の選定方法等について 

・ P2  令和６年度被災者の参画による心の復興事業応募事業一覧 

・ P4  令和５年度被災者の参画による心の復興事業補助事業一覧（参考） 

・ P6  令和４年度被災者の参画による心の復興事業補助事業一覧（参考） 

・ P8  令和３年度被災者の参画による心の復興事業補助事業一覧（参考） 

・ P10  令和２年度被災者の参画による心の復興事業補助事業一覧（参考）

・ P12 令和元年度被災者の参画による心の復興事業補助事業一覧（参考）

・ P14 平成 30 年度被災者の参画による心の復興事業補助事業一覧（参考）

・ P16 平成 29 年度被災者の参画による心の復興事業補助事業一覧（参考）

・ P18 令和６年度被災者の参画による心の復興事業費補助金への応募に係る質問回答

・ P22 被災者の参画による心の復興事業費補助金募集要項・応募関係様式（記載例あり）

・ P45 （参考）交付要綱様式 13 号 令和５年度被災者の参画による心の復興事業費補助金事業成果

報告書（５事業者分） 

３．応募事業者プレゼンテーション資料 

・ プレゼンテーション資料（５事業者分）

４．参考資料：条例等 

・ 岩手県附属機関条例（令和５年岩手県条例第４号）

・ 被災者の参画による心の復興事業の選定に係る審査要領

・ 被災者の参画による心の復興事業費補助金交付要綱（本文のみ）

・ 被災者の参画による心の復興事業費補助金実施要領（本文のみ）



令和６年度被災者の参画による心の復興事業費補助金審査委員会 
出席者名簿 

○審査委員

所属 職名 氏名 備考 

岩手県立大学 客員教授 齋藤 昭彦 

特定非営利活動法人 
アットマークリアス

NPOサポートセンター

代表理事 鹿野 順一 

一般社団法人 
岩手県中小企業診断士協会 

中小企業診断士 中村 健 

社会福祉法人 
岩手県社会福祉協議会 

地域福祉企画部 
副部長 

田澤 晶子 

大槌町 

協働地域づくり

推進課 
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係長 
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○事務局

所属 職名 氏名 
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復興くらし再建課 
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〃 主任主査 菊池 留依子 

〃 主事 田村 友貴 

〃 主事 伊藤 寛治 



令和６年度被災者の参画による心の復興事業費補助金の補助事業者の選定方法等について 

令和６年５月 29日 

１ 応募の状況 

(1) 応募者数 ５者（一般事業 ４者、特別事業 １者）

(2) 申請額 合計 931.4 万円 （予算額：1,500 万円）

（参考・昨年度までの申請状況等） 

２ 補助金額 

１事業あたり 200 万円を上限とする（以下「一般事業」という。）。 

 なお、事業実施の効果が特に高いと見込まれる事業（以下「特別事業」という。）にあっては、150 万

円を上限に知事が認める額を加算（合計 350 万円）する。 

３ 審査方法 

(1) 応募書類、プレゼンテーション資料及び質疑応答をもとに、審査基準に基づき「被災者の参画によ

る心の復興事業審査票（以下「審査票」という。）」により、５段階で評価する。

(2) 評価は、絶対評価で行い、各委員 100 点満点とする。

(3) 選定事業は、原則として各委員の評価点の平均点が 65 点以上かつ委員の半数以上が 65 点以上の

評価点の事業とし、審査委員会の議論を経て決定する。

なお、審査委員会の議論によっては、選定を保留する場合がある。 

４ 本日の審査の流れ 

(1) プレゼンテーション（13：40～15：30）※休憩 14：40～14：50

① 前半のプレゼンテーションを終えたところで、事務局が３事業者分の審査票を一旦回収し、点

数を集計します。また、後半のプレゼンテーションが終了した後も同様に、事務局が２事業者分の

審査票を一旦回収し、点数を集計します。

② 回収した審査票は、審議開始前に、返却します。

(2) 審議 （15：40～16：40）

① 各委員の採点結果を確認します。

② 一般事業及び特別事業について一括して審議を行い、選定する事業を決定します。

５ その他 

・ 審査結果については、全応募者に通知するとともに、県のホームページに公表予定であること。

・ 公開部分（プレゼンテーション及び質疑応答）の会議録についても、同様であること。

年度 応募者数・申請額 採択者数 交付決定者数・交付決定額 備考 

H29 11 者・2,810 万円 10 者 ９者・1,781 万円 １者辞退 

H30 12 者・2,673 万円 

うち二次募集２者・485 万円 

10 者 ９者・1,867 万円 １者辞退 

R 元 15 者・3,642 万円 

うち二次募集 1者・192 万円 

13 者 13 者・2,858 万円 

R２ 10 者・2,230 万円 

うち二次募集 1者・167 万円 

９者 ９者・2,006 万円 

R３ ８者・1,815 万円 

うち二次募集２者・292 万円 

６者 ６者・1,047 万円 

R４ ７者・1,230 万円 

うち二次募集３者・439 万円 

３者 ３者・  594 万円 

R５ ８者・2,069 万円 ５者 ５者・1,312 万円 















被災者の参画による心の復興事業の選定に係る審査要領 

第１ 趣旨 

岩手県附属機関条例（令和５年岩手県条例第４号。）第２条第２項別表第 11に基づき、被災者の参

画による心の復興事業（以下「心の復興事業」という。）の選定に当たり、審査に必要な事項を定め

る。 

第２ 選定 

心の復興事業の選定は、被災者の参画による心の復興事業審査委員会（以下「審査委員会」とい

う。）が行う。 

第３ 審査対象者 

審査対象者は、被災者の参画による心の復興事業費補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）第

３に定める支援団体等のうち、県の指定する期日までに、指定した様式、方法で申し込んだ団体等で

あること。 

第４ 審査方法 

１ 審査は、次の手順により、応募書類一式及びプレゼンテーションの内容を総合的に判断して実施

する。ただし、審査委員会委員の集合による審議が困難である場合等には、プレゼンテーションの

実施を省略し、書面による審査のみとすることができるものとする。 

(1) 応募書類、プレゼンテーション及び質疑応答をもとに、第５の審査基準に基づき別紙「被災者

の参画による心の復興事業審査票（以下「審査票」という。）」により、５段階で評価する。

(2) 評価は、絶対評価で行い、各委員 100点満点とする。

(3) 選定事業は、原則として各委員の評価点の平均点が 65点以上かつ委員の半数以上が 65点以上

の評価点の事業とし、審査委員会の議論を経て決定する。

なお、審査委員会の議論によっては、選定を保留する場合がある。 

(4) (3)により選定された事業の申請総額が予算額を上回る場合、各委員の評価点の平均点の順に事

業の順位付けを行い、最終的な選定事業を決定する。

２ 前項の手順により難い場合は、審査委員会において協議のうえ、決定する。 

第５ 審査基準 

１ 審査は、交付要綱別表第１に定める事業効果が特に高いと見込まれる事業を除き、次の基準によ

り実施するものとする。 

(1) 被災者自身が主体的・継続的に参画し、活動する機会を創出する事業であること。

(2) 被災者が他者とのつながりや生きがいをもって前向きに生活することを支援する事業であるこ

と。

(3) コミュニティ形成と一体となった被災者の心身のケア等を支援する事業であること。

(4) 対象地域において、多くの被災者及び関係する地域住民等の参加及び交流が図られる仕組みが

設けられている事業であること。

(5) 事業終了後の被災者による自立的な事業展開を見据えている事業であること。

(6) 企画の段階から対象地域の被災者及び地域住民等がともに参加する仕組みが設けられている事

業であること。

(7) 費用対効果の観点から妥当な事業であること。

(8) 対象地域の自治体と連携して実施される事業であること。

(9) 事業を適切に実施できるスタッフ、体制を有している団体が行う取組であること。

(10) 事業の取組スケジュールが無理のない内容となっていること。

(11) 経費の積算が適正であり、事業の適切な執行が期待できる取組であること。

２ 交付要綱別表第１に定める事業効果が特に高いと見込まれる事業の審査は、次の基準により実施

するものとする。 

(1) 被災者自身が主体的・継続的に参画し、活動する機会を創出する事業であること。



(2) 被災者が他者とのつながりや生きがいをもって前向きに生活することを支援する事業であるこ

と。 

(3) コミュニティ形成と一体となった被災者の心身のケア等を支援する事業であること。 

(4) 対象地域において、多くの被災者及び関係する地域住民等の参加及び交流が図られる仕組みが

設けられている事業であること。 

(5) 参加者の半数以上が災害公営住宅等に居住する被災者となるよう計画されており、その計画を

達成するための仕組みが設けられている事業であること。 

(6) 孤立のリスクのある被災者の参画又は参加が得られるよう計画されており、その計画を達成す

るための仕組みが設けられている事業であること。 

(7) 事業に参画した被災者が、自立的に事業を展開するための仕組みが設けられている事業である

こと。 

(8) 企画の段階から対象地域の被災者及び地域住民等がともに参加する仕組みが設けられている事

業であること。 

(9) 費用対効果の観点から妥当な事業であること。 

(10) 対象地域の自治体と連携して実施される事業であること。 

(11) 事業を適切に実施できるスタッフ、体制を有している団体が行う取組であること。 

(12) 事業の取組スケジュールが無理のない内容となっていること。 

(13) 経費の積算が適正であり、事業の適切な執行が期待できる取組であること。 

 

   附 則 

  この要領は平成 29年４月 24日から施行する。 

   附 則 

  この要領は平成 30年４月 20日から施行する。 

   附 則 

  この要領は平成 31年４月３日から施行する。 

   附 則 

  この要領は令和２年５月 11日から施行する。 

附 則 

  この要領は令和３年４月９日から施行する。 

   附 則 

  この要領は令和５年４月１日から施行する。 



（別紙１）第５の１関係

委員名

団体名 事業名

区分 評価項目
倍数
（b）

点数
（a×b）

摘要（事業計画中の評価対象箇所）

①被災者自身が主体的・継続的に参画し、
活動する機会を創出する事業であること。

/5

3

○事業計画(2)
○事業計画(1-1)
　・「5.事業の目的・概要」
　・「7.事業の効果・特徴」
　・「今回の交付対象とする経費」中の「取組内容」

②被災者が他者とのつながりや生きがいを
もって前向きに生活することを支援する事
業であること。

/5

1

○事業計画(2)
○事業計画(1-1)
　・「5.事業の目的・概要」
　・「7.事業の効果・特徴」
　・「今回の交付対象とする経費」中の「取組内容」

③コミュニティ形成と一体となった被災者
の心身のケア等を支援する事業であるこ
と。

/5

3

○事業計画(2)
○事業計画(1-1)
　・「5.事業の目的・概要」
　・「7.事業の効果・特徴」
　・「今回の交付対象とする経費」中の「取組内容」

④対象地域において、多くの被災者及び関
係する地域住民等の参加及び交流が図られ
る仕組みが設けられている事業であるこ
と。

/5

3

○事業計画(2)
○事業計画(1-1)
　・「5.事業の目的・概要」
　・「7.事業の効果・特徴」
　・「10.参加見込人数、風化防止・地域活性化の波及効果」
　・「今回の交付対象とする経費」中の「取組内容」及び
　　「参加見込人数」

⑤事業終了後の被災者による自立的な事業
展開を見据えている事業であること。

/5

2

○事業計画(2)
○事業計画(1-1)
　・「5.事業の目的・概要」
　・「7.事業の効果・特徴」
　・「今回の交付対象とする経費」中の「取組内容」

⑥企画の段階から対象地域の被災者及び地
域住民等がともに参加する仕組みが設けら
れている事業であること。

/5

1

○事業計画(2)
○事業計画(1-1)
　・「5.事業の目的・概要」
　・「7.事業の効果・特徴」
　・「今回の交付対象とする経費」中の「取組内容」

費
用
対

効
果

⑦費用対効果の観点から妥当な事業である
こと。

/5

1

○事業計画(1-1)
　・「7.事業の効果・特徴」
　・「10.参加見込人数、風化防止・地域活性化の波及効果」
　・「今回の交付対象とする経費」中の「参加見込人数」

連
携

⑧対象地域の自治体と連携して実施される
事業であること。

/5

3
○事業計画(2)
○事業計画(1-1)
　・「8.自治体や地域との連携」

体
制

⑨事業を適切に実施できるスタッフ、体制
を有している団体が行う取組であること。

/5

1

○補助金申込書
○事業計画(3)
○事業計画(1-1)
　・「9.これまでの実績」

運
営

⑩事業の取組スケジュールが無理のない内
容となっていること。

/5

1
○事業計画(1-2)
　・「取組スケジュール」

経
費

⑪経費の積算が適正であり、事業の適切な
執行が期待できる取組であること。

/5

1
○事業計画(1-1）
　・「今回の交付対象とする経費」

合計得点
/100

総
合
的
所
見

「４点：まあまあできている」：審査票の評価項目に示されていることがある程度実現され、事業内容的に問題ない

「３点：普通」：審査票の評価項目に示されていることができていない部分もあるが、事業の実施にあたり改善することで対応できる

「２点：あまりできていない」：審査票の評価項目に示されていることができいない部分が多く、事業内容的に効果が少ない

「１点：できていない」：審査票の評価項目に示されていることができてなく、事業内容的にも実施が困難かつ効果がない

「５点：よくできている」：審査票の評価項目に示されていることが実現されており、事業内容的に申し分ない

 ５段階評価の項目

被災者の参画による心の復興事業審査票

被災者の参画による心の復興事業審査委員会

評価
（a）

個別評価

 次の基準により評価

事
業
内
容
及
び
効
果



（別紙２）第５の２関係　※事業効果が特に高いと見込まれる事業

委員名

団体名 事業名

区分 評価項目
倍数
（b）

点数
（a×b）

摘要（事業計画中の評価対象箇所）

①被災者自身が主体的・継続的に参画し、活動する
機会を創出する事業であること。

/5

3

○事業計画(2)
○事業計画(1-1)
　・「5.事業の目的・概要」
　・「7.事業の効果・特徴」
　・「今回の交付対象とする経費」中の「取組内容」

②被災者が他者とのつながりや生きがいをもって前
向きに生活することを支援する事業であること。

/5

1

○事業計画(2)
○事業計画(1-1)
　・「5.事業の目的・概要」
　・「7.事業の効果・特徴」
　・「今回の交付対象とする経費」中の「取組内容」

③コミュニティ形成と一体となった被災者の心身の
ケア等を支援する事業であること。

/5

2

○事業計画(2)
○事業計画(1-1)
　・「5.事業の目的・概要」
　・「7.事業の効果・特徴」
　・「今回の交付対象とする経費」中の「取組内容」

④対象地域において、多くの被災者及び関係する地
域住民等の参加及び交流が図られる仕組みが設けら
れている事業であること。

/5

2

○事業計画(2)
○事業計画(1-1)
　・「5.事業の目的・概要」
　・「7.事業の効果・特徴」
　・「10.参加見込人数、風化防止・地域活性化の波及効果」
　・「今回の交付対象とする経費」中の「取組内容」及び
　　「参加見込人数」

⑤参加者の半数以上が災害公営住宅等に居住する被
災者となるよう計画されており、その計画を達成す
るための仕組みが設けられている事業であること。

/5

1

○事業計画(2)
○事業計画(1-1)
　・「7.事業の効果・特徴」
　・「10.参加見込人数、風化防止・地域活性化の波及効果」

⑥孤立のリスクのある被災者の参画又は参加が得ら
れるよう計画されており、その計画を達成するため
の仕組みが設けられている事業であること。

/5

1

○事業計画(2)
○事業計画(1-1)
　・「7.事業の効果・特徴」
　・「10.参加見込人数、風化防止・地域活性化の波及効果」

⑦事業に参画した被災者が、自立的に事業を展開す
るための仕組みが設けられている事業であること。

/5

2
○事業計画(2)
○事業計画(1-1)
　・「7.事業の効果・特徴」

⑧企画の段階から対象地域の被災者及び地域住民等
がともに参加する仕組みが設けられている事業であ
ること。

/5

1

○事業計画(2)
○事業計画(1-1)
　・「5.事業の目的・概要」
　・「7.事業の効果・特徴」
　・「今回の交付対象とする経費」中の「取組内容」

費
用
対

効
果

⑨費用対効果の観点から妥当な事業であること。

/5

1

○事業計画(1-1)
　・「7.事業の効果・特徴」
　・「10.参加見込人数、風化防止・地域活性化の波及効果」
　・「今回の交付対象とする経費」中の「参加見込人数」

連
携

⑩対象地域の自治体と連携して実施される事業であ
ること。

/5

3
○事業計画(2)
○事業計画(1-1)
　・「8.自治体や地域との連携」

体
制

⑪事業を適切に実施できるスタッフ、体制を有して
いる団体が行う取組であること。

/5

1

○補助金申込書
○事業計画(3)
○事業計画(1-1)
　・「9.これまでの実績」

運
営

⑫事業の取組スケジュールが無理のない内容となっ
ていること。

/5

1
○事業計画(1-2)
　・「取組スケジュール」

経
費

⑬経費の積算が適正であり、事業の適切な執行が期
待できる取組であること。

/5

1
○事業計画(1-1）
　・「今回の交付対象とする経費」

合計得点
/100

総
合
的
所
見

事
業
内
容
及
び
効
果

「３点：普通」：審査票の評価項目に示されていることができていない部分もあるが、事業の実施にあたり改善することで対応できる

「２点：あまりできていない」：審査票の評価項目に示されていることができいない部分が多く、事業内容的に効果が少ない

「１点：できていない」：審査票の評価項目に示されていることができてなく、事業内容的にも実施が困難かつ効果がない

個別評価

 次の基準により評価

 ５段階評価の項目

「５点：よくできている」：審査票の評価項目に示されていることが実現されており、事業内容的に申し分ない

「４点：まあまあできている」：審査票の評価項目に示されていることがある程度実現され、事業内容的に問題ない

被災者の参画による心の復興事業審査票

被災者の参画による心の復興事業審査委員会

評価
（a）



被災者の参画による心の復興事業費補助金交付要綱 

 

 （目的） 

第１ 東日本大震災津波による被災者自身が参画し、活動する機会の創出を通じて被災者

が他者とのつながりや生きがいをもって前向きに生活することを支援するとともに、コ

ミュニティ形成と一体となった被災者の心身のケア等の取組の推進を図るため、被災者

の積極的な参画の下、支援団体等が被災者の生きがいづくり等に効果的な支援活動を行

う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、岩手県補助金交付規則（昭和32年岩手県

規則第71号。以下「規則」という。）及びこの要綱により補助金を交付する。 

 

 （定義） 

第２ この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

 (１) 被災者 東日本大震災津波による被災者をいう。 

 (２) 支援団体等 特定非営利活動法人、ボランティア団体、公益法人、社会福祉法人、

学校法人、地縁組織（自治会、町内会等）、協同組合、株式会社等の団体（複数の団

体等を構成員に含む協議体を含む。）をいう。 

 

 （補助事業者） 

第３ 補助事業者は、第４に規定する事業を行う支援団体等であって、次の各号に掲げる

要件のいずれにも該当する者とする。 

 (１) 宗教活動又は政治活動（政策提言活動を除く。）を主たる目的としていないこと。 

 (２) 著しく特定の個人又は団体の利益を図る活動を実施していないこと。 

 (３) 補助事業を的確に遂行する意欲や能力を有していること。 

 (４) 団体の組織及び活動に関する情報開示がなされていること又は補助事業の取組期

間中に適正な情報開示がなされる予定であること。 

 (５) 継続的に活動を行う団体であること。 

 (６) 定款規約若しくはそれに相当する文書を有し、適正な事業計画書並びに予算及び

決算書が整備されていること又は補助事業の取組期間中にこれらが整備される予定で

あること。 

 (７) 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律（平成３年法律第77

号）第２条第２号に規定する暴力団、暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団

員をいう。以下同じ。）又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者で

ないこと。 

２ 支援団体等が協議体である場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 

 (１) 構成員である団体等が前項に掲げる要件に適合すること。 

 (２) 代表者が定められていること。 

 (３) 補助事業の事務手続を適正かつ効率的に行うため、以下の事項を定めた協議体の

規約その他の規程が定められていること。 

   ア 協議体の構成員、事務局、代表者及び代表権の範囲 



イ 協議体の意思決定方法

ウ 協議体を解散した場合の地位の継承者

エ 協議体の事務処理及び会計処理の方法

オ その他協議体の運営に関して必要な事項

(４) 補助事業を行うための一連の手続について、複数の者が関与する等、事務手続に

係る誤りや不正を未然に防止する体制が整備されていること。 

 （補助金の交付の対象となる事業） 

第４ 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる要件のいずれにも該当する事業とす

る。 

(１) 被災者自身が主体的に参画し、活動する機会を創出する事業であること。

(２) 被災者が他者とのつながりや生きがいをもって前向きに生活することを支援する

事業であること。 

(３) コミュニティ形成と一体となった被災者の心身のケア等を支援する事業であるこ

と。 

(４) 対象地域において、多くの被災者及び関係する地域住民等の参加が見込まれる事

業であること。 

(５) 継続的に被災者が参加できる事業であること。

(６) 震災の風化防止又は地域活性化を主たる目的とする事業にあっては、震災の風化

防止の発信効果又は地域活性化の波及効果が妥当な事業であること。 

(７) 費用対効果の観点から妥当な事業であること。

(８) 対象地域の自治体と連携して実施される事業であること。

(９) 事業の主たる部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせる事業でないこと。

(10) 対象地域が県内の複数の自治体に渡る事業であること。

(11) 復興庁又は他の自治体が実施する「心の復興」事業により、当該事業の経費の一

部が補助されていない事業であること。 

 （補助金の交付の対象及び補助額） 

第５ 第１に規定する経費及びこれに対する補助額は、別表第１のとおりとする。 

２ 別表第１の区分に掲げる経費のうち、既に公的機関等の補助金を活用している経費は、

補助対象外とする。 

 （補助事業に要する経費の配分及び補助事業の内容の軽微な変更） 

第６ 規則第６条第１項第１号及び第２号の知事が定める軽微な変更は、次に掲げる変更

以外の変更とする。 

(１) 補助事業に要する経費の２割を超える増減を伴う変更

(２) 補助事業の中止又は廃止

(３) 補助事業実施主体の変更

(４) 補助事業対象地域の変更

(５) 補助事業内容の重大な変更



（申請の取下期日） 

第７ 規則第８条第１項の知事が定める期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日

から起算して30日を経過する日とする。 

（財産の管理等） 

第８ 補助事業者は、補助対象事業の実施によって取得し、又は効用の増加した財産（以

下「取得財産等」という。）については、補助対象事業の完了後においても善良な管理

者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければ

ならない。 

２ 補助事業者は、取得財産等について、取得財産等管理台帳（様式第１号）を備えて管

理しなければならない。 

（財産の処分の制限） 

第９ 規則第19条第１項の知事が定める期間は、財産の種別に応じ、それぞれ減価償却資

産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）に定める年数のとおりとする。 

２ 規則第19条第１項第２号の機械及び重要な器具で知事が指定するものは、取得価格又

は効用の増加価格が50万円以上のものとする。 

（事業の遂行の状況に係る報告） 

第10 補助事業者は、知事から求めにより、補助事業の遂行の状況に係る報告をしなけれ

ばならない。 

（立入検査等） 

第11 知事は、予算の執行の適正を期するため、補助事業者に対して、必要な報告を求め、

又は当該職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検

査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 補助事業者は、補助事業の一部を委託により実施する場合において、当該委託の業務

を行う者と契約を締結するに当たっては、知事が、予算の執行の適正を期するため、当

該委託の業務を行う者に対して、必要な報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業

場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させ

ることができる旨の条件を附さなければならない。 

（書類の整備等） 

第12 補助事業者は、補助事業に係る補助金の経理を明らかにした書類を整備し、証拠書

類とともに、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して５年間（当該

補助事業により取得し、又は効用の増加した財産に係る処分の制限期間が５年を超える

場合にあっては、当該処分の制限期間）これを保存しなければならない。 

（前金払） 

第13 知事は、必要があると認める場合は、補助金の９割以内を前金払することがある。 



２ 補助事業者は、前項に規定する補助金の前金払を請求しようとするときは、被災者の

参画による心の復興事業費補助金前金払請求書（様式第２号）を知事に提出しなければ

ならない。 

 

 （消費税等仕入控除税額に係る報告等） 

第14 補助事業者は、規則第４条の規定に基づき補助金の交付の申請をするに当たって、

当該補助金に係る消費税等仕入控除税額（補助金の交付の対象となる経費に含まれる消

費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和63年法律第108号）の規定に

より仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和25

年法律第226号）に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率（当

該補助金の額を当該経費の額で除して得た率のことをいう。）を乗じて得た額をいう。

以下同じ。）が明らかではないため、消費税等仕入控除税額を含めて補助金の交付の申

請をした場合に、当該申請の後に当該消費税等仕入控除税額が明らかになったときは、

速やかに被災者の参画による心の復興事業費補助金消費税等仕入控除税額報告書（様式

第３号）により知事に報告しなければならない。 

２ 補助事業者は、補助金の交付を受けた後に前項の報告をした場合は、当該報告による

知事の補助金の返還の命令を受けて、前項の報告に係る消費税等仕入控除税額を返還し

なければならない。 

 

 （提出書類及び提出期日） 

第15 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表第２のとお

りとする。 

 

 （補助金の収益納付） 

第16 補助事業者は、補助事業の成果に基づく産業財産権の譲渡又はそれらの実施権の設

定、出資により取得した持分に対する財産配分等により収益があったときは、被災者の

参画による心の復興事業費補助金収益状況報告書（様式第４号）により、知事に報告し

なければならない。 

２ 知事は、前項の報告に基づき、相当の収益が生じたと認めたときは、交付した補助金

の全部又は一部に相当する額を納付させるものとする。 

 

 （補則） 

第17 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成29年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 

 附 則 

 この要綱は、令和３年９月30日から施行する。 



別表第１（第５関係） 

補助対象経費 

補助対象経費は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 

１ 必要最小限の経費であること。 

２ 事業実施期間内に契約、取得及び支払いを完了した経費であること。 

３ 使途、単価、規模等が証拠書類等により確認可能な経費であること。 

４ 支援団体等の運営に必要な経常的な経費でないこと。 

区分 経費 補助額 

報酬 

賃金 

共済費 

補助対象事業の実施に直接必要な職員の雇用等

に要する経費等 

当該経費に相当する額。 

ただし、１事業当たり

200万円を限度とする。 

なお、補助額に1,000円

未満の端数が生じた場合

には、これを切り捨てる

ものとする。 

おって、事業実施の効果

が特に高いと見込まれる

事業にあっては、上記の

限度額に150万円を上限

に知事が認める額を加算

する。 

報償費 補助対象事業の実施に直接必要な講師等に対す

る報償費等 

旅費 補助対象事業の実施に直接必要な旅費及び宿泊

費 

需用費 補助対象事業の実施に直接必要な消耗品費、燃

料費、茶菓代、用紙代及び印刷代等 

役務費 補助対象事業の実施に直接必要な通信運搬費、

広告料、保険料、振込手数料等 

委託料 補助対象事業の実施に直接必要な外部への業務

の一部委託に要する費用等 

使用料 補助対象事業の実施に直接必要な有料道路使用

料や会議室借料等 

賃借料 補助対象事業の実施に直接必要な建物や駐車場

等の賃借料 

備品購入費 補助対象事業の実施に直接必要な備品の購入に

要する経費 



別表第２（第15関係） 

条項 提出書類及び添付書類 様式 提出部数 提出期日 

規則第４条

の規定によ

る書類 

被災者の参画による心の復興事業費補

助金交付申請書 

１ 所要額明細書 

２ 事業計画書 

３ その他知事が必要と認める書類 

第５号 

 

第６号 

第７号 

１部 

 

１部 

１部 

別に定める。 

規則第６条

第１項第１

号から第３

号までの規

定により承

認を受ける

場合の書類 

被災者の参画による心の復興事業費補

助金変更（中止、廃止）承認申請書 

１ 所要額明細書 

２ 事業計画書 

３ その他知事が必要と認める書類 

第８号 

 

第６号 

第７号 

１部 

 

１部 

１部 

当該事業の変

更、中止又は

廃止を行う日

の10日前まで 

規則第６条

第１項第４

号の規定に

より知事に

報告する場

合の書類 

被災者の参画による心の復興事業費補

助金遂行状況報告書 

１ 知事が必要と認める書類 

第９号 １部 当該事由が生

じた後、遅滞

なく 

規則第13条

第１項の規

定による書

類 

被災者の参画による心の復興事業費補

助金実績報告書 

１ 実績調書 

２ 精算額明細書 

３ 事業成果報告書 

４ 取得財産等管理明細書 

５ その他知事が必要と認める書類 

第10号 

 

第11号 

第12号 

第13号 

第14号 

１部 

 

１部 

１部 

１部 

１部 

別に定める。 

被災者の参画による心の復興事業費補

助金請求書 

第15号 １部 別に定める。 

 



被災者の参画による心の復興事業費補助金実施要領 

 （趣旨） 

第１ この要領は、被災者の参画による心の復興事業費補助金交付要綱（以下「要綱」と

いう。）第17の規定に基づき、被災者の参画による心の復興事業費補助金（以下「補助

金」という。）の実施に関し必要な事項を定めるものである。 

 （補助金の交付を申請できる事業の採択） 

第２ 別に定める募集要項に従って応募があった事業のうち、被災者の参画による心の復

興事業費補助金審査委員会（以下「審査委員会」という。）における審査で選定された

ものについて、審査の結果上位になったものから順に予算の範囲内で採択を行う。 

２ 審査委員会では、書類及び応募者による公開のプレゼンテーションを基に審査を行う。

ただし、審査委員会委員の集合による審査が困難である場合等には、プレゼンテーショ

ンの実施を省略し、書面による審査のみとすることができるものとする。

３ 第１項の規定による採択をしたときは、当該採択をした事業の実施を希望する補助事

業者に対し、補助金の交付について内示するものとする。 

４ 補助事業者は、内示を受けた事業についてのみ補助金の交付を申請することができる。 

（交付決定前着手） 

第３ 補助事業は、原則として補助金の交付決定に基づき行うものとする。ただし、やむ

を得ない理由により補助金交付決定前に補助事業に着手する必要が生じた場合は、補助

事業者は、知事に対し、被災者の参画による心の復興事業費補助金交付決定前着手届

（別紙様式）を提出するものとする。 

 （補助対象経費） 

第４ 要綱別表第１に規定する経費は、次に定める基準及び条件に基づき算定するものと

する。 

(１) 報酬、賃金

ア 本事業実施のために従事した期間に係るものを対象とすること。

イ 従事者ごとの活動内容が把握できる時間単位の業務日報を作成すること。

ウ １人当たりの報酬、賃金は、原則として次の金額を上限とすること。

(ア) スタッフ（管理的業務）（常勤） １時間当たり2,000円

(イ) スタッフ（管理的業務以外）（常勤） １時間当たり1,500円

(ウ) アルバイト（時間単位勤務） １時間当たり1,200円

(２) 報償費

講師等の専門性を勘案し、原則として、下記の金額を上限とすること。

ア 大学教授級 １時間当たり7,900円

イ 大学講師級（上席研究員、上席調査員等） １時間当たり5,100円

ウ 研究員、調査員（イに掲げる者を除く。） １時間当たり4,600円

(３) 旅費

実費を基本とすること。

(４) 需用費

ア 燃料費

活動内容が分かる自動車管理簿（使用者、使用日時、出発地、目的地、使用目的、

走行距離及びガソリン購入量が記載されたもの）を作成すること。 



イ 茶菓代、食材費等

交流サロンでの茶菓代、料理教室での食材費等、１回の活動につき、参加者１人

当たり500円を上限とすること。 

(５) 施設、設備及び備品

ア 補助対象となる取組に必要な備品は、原則として賃借又はリースで対応すること。

イ やむを得ない理由により備品の購入を行う場合は、次に掲げる条件を満たす場合

とする。 

(ア) 補助事業の趣旨に合致すること。

(イ) 補助事業の実施に必要不可欠であること。

(ウ) 補助事業終了後の取扱いが明らかであり、かつ、確実なものであること。

(エ) 汎用性が高い他事業への転用が容易なものでないこと。

（事業実施の効果が特に高いと見込まれる事業） 

第５ 要綱別表第１に規定する事業実施の効果が特に高いと見込まれる事業は、次の各号

に掲げる要件のいずれにも該当する事業とする。 

(１) 参加者の半数以上が災害公営住宅等に居住する被災者となるよう計画されており、

その計画を達成するための仕組みが設けられていること。 

(２) 孤立のリスクのある被災者の参画又は参加が得られるよう計画されており、その

計画を達成するための仕組みが設けられていること。 

(３) 事業に参画した被災者が、自立的に事業を展開するための仕組みが設けられてい

ること。 

 （実施状況の評価） 

第６ 補助対象期間の必要な時期に、審査委員会で補助事業の実施状況の評価を行う。 

２ 前項の評価は、補助事業者による公開のプレゼンテーションを基に行うものとする。

ただし、審査委員会委員の集合による評価が困難である場合等には、プレゼンテーショ

ンの実施を省略することができるものとする。

 （参加者アンケートの実施） 

第７ 補助事業者は、県が別に示す内容により参加者へのアンケートを実施するとともに、

アンケート結果を取りまとめ、県が別に定める様式により県に報告するものとする。

附 則 

この要領は、平成29年４月24日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和２年６月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和３年９月30日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和５年４月１日から施行する。 
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